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はじめに

このたびの西日本の豪雨災害で亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとと

もに、甚大な被害を受けられた皆さまに対して、心よりお見舞い申し上げます。

平成 年 月 日、「働き方改革関連法」が参院本会議で可決し成立しました。

残業時間の上限規制や、正社員と非正規の不合理な待遇差を解消、また、同一労

働同一賃金や有給休暇の付与の義務化などが盛り込まれました。日本の労働慣行は

大きな転換点を迎えることとなりました。

岡山県においては、景気の着実な回復を背景に県内の労働需給は逼迫しており、

県内企業の人手不足感は非常に強くなっています。また、今後当県の生産年齢人口

は減少を続けることが予想されます。

今回の調査でも、経営上の障害については、「人材不足（質の不足）」が昨年に続

き最も高く、 割を占めています。今後、中小企業が生き残るためには、優秀な人

材の確保と育成が急務となっています。そのためには政府の「働き方改革実行計画」

を踏まえた雇用環境、労働時間の改善は避けることの出来ない課題となっておりま

す。

こうした状況を踏まえて、本会では県下の事業所を規模別・業種別に抽出し、そ

の労働事情について調査を実施いたしました。そもそも、この調査は毎年都道府県

中央会において一斉に実施しているもので、日本経済の幅広い分野を担う中小企業

の労働事情の実態を把握し、国等の労働政策や中央会の労働支援方針策定に資する

ことを目的としています。この調査結果は､調査方法や調査内容について限られた

ものであり､実態を把握するには十分ではありませんが､今後の企業経営や労働環

境の改善に少しでもお役に立てば幸いに存じます｡

最後に、本調査の実施にあたり、ご多忙中にもかかわらずご協力いただきました

関係組合並びに各調査対象事業所の方々に厚く御礼申し上げますとともに、今後ま

すますのご発展を祈念申し上げます。

平成 年 月

岡山県中小企業団体中央会

会長 晝田眞三
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Ⅰ．調査のあらまし

１．調査の目的

この調査は中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策の樹立、並

びに時宜を得た中央会労働支援方策の策定に資することを目的とする。

２．調査実施方法

（１）調査方法 郵送調査

（２）調査時点 平成 年 月 日～ 日

（３）調査対象業種の選定（ 業種）

①製造業（ 業種）

○食料品、飲料・たばこ・飼料製造業

○繊維工業

○木材・木製品、家具・装備品製造業

○印刷・同関連業

○窯業・土石製品製造業

○化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業

○鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業

○生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業

○パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・毛皮、

その他の製造業

②非製造業（ 業種）

○情報通信業

（通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映

像・音声・文字情報制作業）

○運輸業

○総合工事業

○職別工事業（設備工事業を除く）

○設備工事業

○卸売業

○小売業

○対事業所サ－ビス業

（物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、廃棄物処理業、

職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業等）

○対個人サ－ビス業

以上 業種について、従業員規模 人未満の中小企業 事業所（製造業

事業所、非製造業 事業所）を無作為に抽出し、調査対象とした。
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３．調査の概要

調査内容の大要は次のとおりである。

（１）経営に関する事項

（２）従業員の労働時間に関する事項

（３）従業員の有給休暇に関する事項

（４）新規学卒者の採用に関する事項

（５）長時間労働、同一労働同一賃金への対応に関する事項

（６）有期労働契約に関する無期転換ルール等に関する事項

（７）賃金改定に関する事項

（８）労働組合の有無に関する事項
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Ⅱ．回答事業所の概要

１．調査回答状況

調査票の回答状況は図表 のように、全体の回収率は ％、製造業では ％、非

製造業では ％である。

２．従業員規模別内訳

回答事業所を規模別にみると、図表 のとおりである。 人未満の事業所が ％、

「 人～ 人」は ％となっている。業種別にみると、製造業では「 ～ 人」、

非製造業「 ～ 人」、「 ～ 人」が共に最も高くなっている。

３．常用労働者数

回答事業所の常用労働者数は図表 のとおり全体で、 人（事業所数は 社の

ため、 事業所あたり平均常用労働者数 人）で、その男女別比率は男性 ％、女

性 ％となっている。

図表1　実態調査回収率
調査数 回答数 回収率

30.3％
情報通信業 16.0％
運輸業 12.7％
建設業 31.4％

卸・小売業 37.5％
サービス業 43.3％

小計 31.1％
30.7％

製造業

非製造業

合計

図表2　従業員規模別内訳
1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 計

全体
製造業
非製造業
比率

図表3　常用労働者数(業種別）※常用以外を含む全労働者数13,000人
産業別 実数合計
全体
製造業
非製造業

男性計 女性計
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４．パートタイマーの構成比

図表 でみると、全労働者に占めるパートタイマーの比率は、全労働者（常用以外を

含む） 人のうち 人なので、 ％となっており、パートタイマーの男女比

率は男性 ％、女性 ％で女性比率が高い。また、昨年平成 年度（男性 ％、

女性 ％）と比較してみると、男性のパートタイマーは減少している。

５．派遣労働者の構成比

図表 でみると、全労働者に占める派遣労働者の比率は、全労働者（常用以外を含む）

人のうち 人なので、 ％となっており、その男女比率は男性 ％、女性

％で男性比率が高い。また、昨年平成 年度（男性 ％、女性 ％）と比較

してみると、女性の派遣労働者は減少している。

図表4　パートタイマー数(業種別）※常用以外を含む全労働者数13,000人
実数合計

全体
製造業

非製造業

男性 女性

図表5　派遣労働者数（業種別）※常用以外を含む全労働者数13,000人
実数合計

全体
製造業

非製造業

男性 女性
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Ⅲ．調査結果の概要

１．経営について

（１）経営状況

経営状況は図表 のとおりである。

全体では、「良い」 ％（昨年 ％）、「変わらない」 ％（昨年 ％）、「悪

い」 ％（昨年 ％）となっており、昨年と比較し「良い」と回答した事業所が

増えて、「悪い」と回答した事業所が減っている。

業種別では、「良い」と答えた事業所が製造業では ％、非製造業では ％と

なっている。

経営状況を業種別に分析した結果は図表 のとおりである。

「良い」の割合が最も高い業種は運輸業 ％、ついで建設業 ％となっている。

また「悪い」の割合が最も高い業種は、情報通信業 ％、ついで卸・小売業 ％、

製造業 ％となっている。

次に、経営状況を規模別にみた場合は図表 のとおりである。

「良い」と回答した事業所は、「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％、「 ～

人」 ％、「 ～ 人」 ％となっている。「悪い」と回答した事業所は、「 ～

人」 ％、「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％となって

いる。

図表6　経営状況（業種別）

良　い
変わらな

い
悪　い

全体
製造業

非製造業

図表7　経営状況（業種別）

良　い
変わらな

い
悪　い

サービス業

卸・小売業

建設業
運輸業

情報通信業

製造業

図表8　経営状況（規模別）

良　い
変わらな

い
悪　い

1～9人
10～29人
30～99人
100～300人

全体

製造業

非製造業

図表 経営状況（業種別）

良 い

変わらない

悪 い

サービス業

卸・小売業

建設業

運輸業

情報通信業

製造業

図表 経営状況（業種別）

良 い

変わらない

悪 い

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

図表 経営状況（規模別）

良 い

変わらない

悪 い
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（２）主要事業の今後

図表 は、現在行っている主要な事業について今後どのようにするか、の質問に対

する回答の結果である。

業種別では、製造業、非製造業共に、「現状維持」が最も高く ％、 ％となっ

ている。

次に主要事業の今後を規模別にみた場合は図表 のとおりである。

「 ～ 人」、「 ～ 人」では「強化拡大」が ％、 ％と最も高く、「

～ 人」、「 ～ 人」では「現状維持」が ％、 ％と最も高くなっている。

図表9　主要事業の今後の方針（業種別）
強化拡大 現状維持 縮　小 廃　止 その他 事業所数

全体
製造業

非製造業

図表10　主要事業の今後の方針（規模別）
強化拡大 現状維持 縮　小 廃　止 その他 事業所数

1～9人
10～29人
30～99人
100～300人

全体

製造業

非製造業

図表 主要事業の今後の方針（業種別）

強化拡大

現状維持

縮 小

廃 止

その他

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

図表 主要事業の今後の方針（規模別）

強化拡大

現状維持

縮 小

廃 止

その他
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（３）経営上の障害

厳しい経営状況の中で、企業はどのような問題点を抱えているか、経営上の障害は

何か、について の選択肢から 項目以内を選んでいただき、その結果は図表 の

とおりである。

全体では、「人材不足（質の不足）」 ％が最も高く、 割以上を占めている。

業種別にみても、製造業、非製造業共に「人材不足（質の不足）」が ％、 ％

と最も高くなっている。

図表11　経営上の障害（業種別）
労働力不
足（量の
不足）

人材不足
（質の不

足）

労働力の
過剰

人件費の
増大

販売不
振・受注
の減少

製品開発
力・販売
力の不足

同業他社
との競争

激化

原材料・
仕入品の

高騰

製品価格
（販売価
格）の下

落

納期・単
価等の取
引条件の
厳しさ

金融・資
金繰り難

環境規制
の強化

全体
製造業

非製造業

<複数回答あり>

労働力不足（量の不足）

人材不足（質の不足）

労働力の過剰

人件費の増大

販売不振・受注の減少

製品開発力・販売力の不足

同業他社との競争激化

原材料・仕入品の高騰

製品価格（販売価格）の下落

納期・単価等の取引条件の厳しさ

金融・資金繰り難

環境規制の強化

図表 経営上の障害（業種別）

非製造業

製造業

全体
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（４）経営上の強み

次に、業種別に経営上の強みをみると、図表 のとおりである。

全体では、「顧客への納品・サービスの速さ」 ％が最も高く、ついで「製品・サ

ービスの独自性」 ％、「製品の品質・精度の高さ」 ％となっている。

製造業では、「製品の品質・精度の高さ」 ％が最も高く、ついで「顧客への納品・

サービスの速さ」 ％、「生産技術・生産管理能力」 ％となっている。

非製造業では、「商品・サービスの質の高さ」 ％が最も高く、ついで「顧客への

納品・サービスの速さ」 ％、「技術力・製品開発力」 ％となっている。

図表12　経営上の強み（業種別）
製品・

サービス
の独自性

技術力・
製品開発

力

生産技
術・生産
管理能力

営業力・
マーケ
ティング

力

製品・
サービス
の企画
力・提案

力

製品の品
質・精度
の高さ

顧客への
納品・

サービス
の速さ

企業・製
品のブラ
ンド力

財務体質
の強さ・
資金調達

力

優秀な仕
入先・外

注先

商品・
サービス
の質の高

さ

組織の機
動力・柔
軟性

全体
製造業
非製造業

<複数回答あり>

製品・サービスの独自性

技術力・製品開発力

生産技術・生産管理能力

営業力・マーケティング力

製品・サービスの企画力・提案力

製品の品質・精度の高さ

顧客への納品・サービスの速さ

企業・製品のブランド力

財務体質の強さ・資金調達力

優秀な仕入先・外注先

商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

図表 経営上の強み（業種別）

非製造業

製造業

全体
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２．従業員の労働時間について

（１）週の所定労働時間

週の所定労働時間は、図表 のとおりで、全体でみると「 時間」 ％、「 時

間超 時間未満」 ％、「 時間以下」 ％と 時間以下の事業所が全体の ％

を占めている。

また、「 時間超 時間以下」 ％（昨年 ％）と、 時間超の事業所は減少し

ている。

（２）残業時間

月平均の残業時間は図表 のとおりで、全体でみると「 ～ 時間未満」 ％が

最も高くなっている。業種別にみると、製造業では「 時間未満」 ％が最も高く、

非製造業では「 ～ 時間未満」 ％が最も高くなっている。

図表13　週所定労働時間（業種別）
38時間以

下
38時間超
40時間未

満

40時間 40時間超
44時間以

下
全体

製造業
非製造業

図表14　月平均残業時間（業種別）
　0時間 10時間未

満
10～20時
間未満

20～30時
間未満

30～50時
間未満

50時間以
上

全体
製造業

非製造業

時間以下

時間超 時間未満

時間

時間超 時間以下

図表 週所定労働時間（業種別）

非製造業

製造業

全体

時間

時間未満

～ 時間未満

～ 時間未満

～ 時間未満

時間以上

図表 月平均残業時間（業種別）

非製造業

製造業

全体
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３．従業員の有給休暇について

（１）年次有給休暇

年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数は図表 、 のとおりである。

平均付与日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「 ～ 日未満」が ％、

％、 ％と最も高くなっている。

平均取得日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「 ～ 日未満」が ％、 ％、

％と最も高くなっている。

４．新規学卒者の採用について

（１）新規学卒者の初任給

平成 年 月支給の新規学卒者の平均初任給は図表 のとおりである。

「高校卒」の「技術系」「事務系」、「専門学校卒」の「技術系」「事務系」、「短大卒

（含高専）」の「技術系」「事務系」、「大学卒」の「技術系」の初任給は全国平均より

岡山県のほうが上回っている。

図表 は採用 人あたりの加重平均を算出して作成した新規学卒者の初任給である。

※加重平均：（各事業所 人当たりの平均初任給×採用人数）÷採用人数

３．従業員の有給休暇について

（１）年次有給休暇

年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数は図表 、 のとおりである。

平均付与日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「 ～ 日未満」が ％、

％、 ％と最も高くなっている。

平均取得日数は、全体、製造業、非製造業いずれも、「 ～ 日未満」が ％、 ％、

％と最も高くなっている。

４．新規学卒者の採用について

（１）新規学卒者の初任給

平成 年 月支給の新規学卒者の平均初任給は図表 のとおりである。

「高校卒」の「技術系」「事務系」、「専門学校卒」の「技術系」「事務系」、「短大卒

（含高専）」の「技術系」「事務系」、「大学卒」の「技術系」の初任給は全国平均より

岡山県のほうが上回っている。

図表 は採用 人あたりの加重平均を算出して作成した新規学卒者の初任給である。

※加重平均：（各事業所 人当たりの平均初任給×採用人数）÷採用人数

図表17　新規学卒者の初任給（単純平均） 図表18　新規学卒者の初任給（加重平均）
岡山県 全国平均 岡山県 全国平均

技術系 技術系
事務系 事務系
技術系 技術系
事務系 事務系

短大卒 技術系 短大卒 技術系
(含高専） 事務系 (含高専） 事務系

技術系 技術系
事務系 事務系

大学卒 大学卒

高校卒 高校卒

専門学校卒 専門学校卒

図表16　年次有給休暇の平均取得日数（業種別）
　5日未満 5～10日未

満
10～15日

未満
15～20日

未満
20日以上

全体
製造業

非製造業

図表15　年次有給休暇の平均付与日数（業種別）
10日未満 10～15日

未満
15～20日

未満
20～25日

未満
25日以上

全体
製造業

非製造業

日未満

～ 日未満

～ 日未満

～ 日未満

日以上

図表 年次有給休暇の平均取得日数（業種別）

非製造業
製造業
全体

日未満

～ 日未満

～ 日未満

～ 日未満

日以上

図表 年次有給休暇の平均付与日数（業種別）

非製造業

製造業

全体
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新規学卒者の採用充足状況は図表 のとおりである。

採用状況を全体の充足率（採用人数÷採用計画人数）でみると、高校卒の「非製造

業」が ％と最も低い結果である。

学校別でみると、高校卒では、技術系の「非製造業」が ％と最も低くなってい

る。

専門学校卒では、技術系の「製造業」が ％と最も低くなっている。

大学卒では、技術系の「製造業」が ％と最も低くなっている。

短大卒（含高専）では、いずれも ％となっている。

図表 、 は新規採用者の業種別にみた初任給を示している。

図表19　新規学卒者の採用充足状況（業種別）

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
人数

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
人数

事業所数 採用計画
人数

採用実績
人数

充足率 平均採用
人数

全体
製造業　
非製造業　

全体
製造業　
非製造業　

全体
製造業　
非製造業　

全体
製造業　
非製造業　

高校卒

専門学校卒

短大卒
（含高専）

大学卒

全体 技　　術　　系 事　　務　　系

図表20　新規学卒者の初任給（業種別：単純平均） 図表21　新規学卒者の初任給（業種別：加重平均）
技術系 事務系 技術系 事務系

全体 全体
製造業 製造業

情報通信業 情報通信業

運輸業 運輸業
建設業 建設業

卸・小売業 卸・小売業

サービス業 サービス業

全体 全体
製造業 製造業

情報通信業 情報通信業

運輸業 運輸業
建設業 建設業

卸・小売業 卸・小売業

サービス業 サービス業

全体 全体
製造業 製造業

短大卒 情報通信業 短大卒 情報通信業

（含高専） 運輸業 （含高専） 運輸業
建設業 建設業

卸・小売業 卸・小売業

サービス業 サービス業

全体 全体
製造業 製造業

情報通信業 情報通信業

運輸業 運輸業
建設業 建設業

卸・小売業 卸・小売業

サービス業 サービス業

高校卒 高校卒

専門学校卒 専門学校卒

大学卒 大学卒
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（２）新規学卒者の採用計画

平成 年度の新規学卒者の採用計画は図表 のとおりである。

「ある」 ％、「ない」 ％となっている。

さらに、図表 で業種別にみると、新規学卒者の採用計画が「ある」と回答した事

業所の中では、「総合工事業」 ％が最も高く、ついで「情報通信業」、「職別工事業」

が共に ％となっている。反面、「化学工業」 ％が最も低く、ついで「運輸業」

％となっている。

業種による差が生じていることがよくわかる。

図表22　平成31年度の新規学卒者の採用計画の有無
ある ない 未定

図表 平成 年度の新規学卒者の採用計画の有無

ある

ない

未定

図表23　平成31年度の採用計画の有無（業種別）

件数 ％ 高校卒 専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒 高校卒 専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒 件数 ％ 件数 ％
全体

製造業　計

食料品
繊維工業
木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

化学工業
金属、同製品

機械器具
その他

非製造業　計

情報通信業

運輸業
建設業

総合工事業

職別工事業

設備工事業

卸・小売業

卸売業
小売業

サービス業
対事業所サービス業

対個人サービス業

未　定
事業所数

あ　る 事業所数 平均採用人数 な　い
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５．長時間労働、同一労働同一賃金への対応について

（１）長時間労働への対応

長時間労働への対応について、実施している（今後実施予定を含む）方策を の選

択肢から該当するものを選んでいただき、その結果は図表 のとおりである。

全体では、「人員の増員・配置見直し」 ％が最も高く、ついで「時間外労働の是

正・削減」 ％、「業務内容見直し・業務分担見直し」 ％となっている。

製造業では、「時間外労働の是正・削減」 ％が最も高く、ついで「人員の増員・

配置見直し」 ％、「業務内容見直し・業務分担見直し」 ％となっている。

非製造業では、「人員の増員・配置見直し」 ％が最も高く、ついで「時間外労働

の是正・削減」 ％、「業務内容見直し・業務分担見直し」 ％となっている。

図表24　長時間労働への対応（業種別）
その他 人員の増

員・配置
見直し

時間外労
働の是
正・削減

業務内容
見直し・
業務分担
見直し

取引先等
外部の理

解

年次有給
休暇取得
促進

変形労働
時間制の
導入

就業規則
の見直し

３６協定
の見直し

勤務間イ
ンターバ
ル制度の
導入

健康で働
きやすい
職場環境
の整備

新しい機
械装置等
の導入に
よる生産
性向上・
業務効率

化

専門家
（支援機
関）への
相談

具体的な
方策を検
討中

特に考え
ていない

長時間労
働はない

全体
製造業

非製造業

<複数回答あり>

<複数回答あり>

その他

人員の増員・配置見直し

時間外労働の是正・削減

業務内容見直し・業務分担見直し

取引先等外部の理解

年次有給休暇取得促進

変形労働時間制の導入

就業規則の見直し

３６協定の見直し

勤務間インターバル制度の導入

健康で働きやすい職場環境の整備

新しい機械装置等の導入による生産性向

上・業務効率化

専門家（支援機関）への相談

具体的な方策を検討中

特に考えていない

長時間労働はない

図表 長時間労働への対応（業種別）

非製造業

製造業

全体
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また、規模別にみると図表 のとおりである。

「 ～ 人」では、「長時間労働はない」 ％が最も高く、ついで「人員の増員・配

置見直し」 ％、「時間外労働の是正・削減」 ％となっている。

「 ～ 人」では、「人員の増員・配置見直し」 ％が最も高く、ついで「時間外

労働の是正・削減」、「業務内容見直し・業務分担見直し」が共に ％、「新しい機械

装置等の導入による生産性向上・業務効率化」 ％となっている。

「 ～ 人」では、「時間外労働の是正・削減」 ％が最も高く、ついで「人員の

増員・配置見直し」 ％、「業務内容見直し・業務分担見直し」 ％となっている。

「 人～ 人」では、「人員の増員・配置見直し」、「時間外労働の是正・削減」

が共に ％と最も高く、ついで「業務内容見直し・業務分担見直し」 ％、「年次

有給休暇取得促進」 ％となっている。

規模による差が生じていることがわかる。

図表25　長時間労働への対応（規模別）
その他 人員の増

員・配置
見直し

時間外労
働の是
正・削減

業務内容
見直し・
業務分担
見直し

取引先等
外部の理

解

年次有給
休暇取得
促進

変形労働
時間制の
導入

就業規則
の見直し

３６協定
の見直し

勤務間イ
ンターバ
ル制度の
導入

健康で働
きやすい
職場環境
の整備

新しい機
械装置等
の導入に
よる生産
性向上・
業務効率

化

専門家
（支援機
関）への
相談

具体的な
方策を検
討中

特に考え
ていない

長時間労
働はない

全体
1～9人

10～29人
30～99人
100～300人

<複数回答あり>

その他

人員の増員・配置見直し

時間外労働の是正・削減

業務内容見直し・業務分担見直し

取引先等外部の理解

年次有給休暇取得促進

変形労働時間制の導入

就業規則の見直し

３６協定の見直し

勤務間インターバル制度の導入

健康で働きやすい職場環境の整備

新しい機械装置等の導入による生産性向上・業務効率化

専門家（支援機関）への相談

具体的な方策を検討中

特に考えていない

長時間労働はない

図表 長時間労働への対応（規模別）

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

全体
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（２）同一労働同一賃金への対応

同一労働同一賃金への対応について、実施している（今後実施予定を含む）方策を

の選択肢から該当するものを選んでいただき、その結果は図表 のとおりである。

全体では、「定期昇給の実施」 ％が最も高くなっている。

業種別にみると、製造業では「定期昇給の実施」 ％、非製造業では「手当の支

給」 ％が最も高くなっている。

図表26　同一労働同一賃金への対応（業種別）
その他 定期昇給

の実施
手当の支

給
賞与の支

給
退職金制
度の導入

賃金規定
の見直し

責任ある
地位への
登用

休暇の取
得

福利厚生
施設の利

用

教育訓練
の実施

専門家
（支援機
関）への
相談

特に考え
ていない

解消すべ
き待遇差
はない

対象とな
る従業員
はいない

全体
製造業

非製造業

<複数回答あり>

<複数回答あり>

その他

定期昇給の実施

手当の支給

賞与の支給

退職金制度の導入

賃金規定の見直し

責任ある地位への登用

休暇の取得

福利厚生施設の利用

教育訓練の実施

専門家（支援機関）への相談

特に考えていない

解消すべき待遇差はない

対象となる従業員はいない

図表 同一労働同一賃金への対応（業種別）

非製造業

製造業

全体
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また、規模別にみると図表 のとおりである。

「 ～ 人」では、「対象となる従業員はいない」 ％が最も高く、ついで「手当の

支給」 ％、「定期昇給の実施」 ％となっている。

「 ～ 人」では、「手当の支給」、「賞与の支給」が共に ％と最も高く、つい

で「定期昇給の実施」 ％、「対象となる従業員はいない」 ％となっている。

「 ～ 人」では、「定期昇給の実施」 ％が最も高く、ついで「賞与の支給」 ％、

「手当の支給」 ％となっている。

「 人～ 人」では、「定期昇給の実施」、「手当の支給」が共に ％と最も高

く、ついで「賃金規定の見直し」 ％、「休暇の取得」、「教育訓練の実施」が共に ％

となっている。

図表27　同一労働同一賃金への対応（規模別）
その他 定期昇給

の実施
手当の支

給
賞与の支

給
退職金制
度の導入

賃金規定
の見直し

責任ある
地位への
登用

休暇の取
得

福利厚生
施設の利

用

教育訓練
の実施

専門家
（支援機
関）への
相談

特に考え
ていない

解消すべ
き待遇差
はない

対象とな
る従業員
はいない

全体
1～9人

10～29人
30～99人
100～300人

<複数回答あり>

その他

定期昇給の実施

手当の支給

賞与の支給

退職金制度の導入

賃金規定の見直し

責任ある地位への登用

休暇の取得

福利厚生施設の利用

教育訓練の実施

専門家（支援機関）への相談

特に考えていない

解消すべき待遇差はない

対象となる従業員はいない

図表 同一労働同一賃金への対応（規模別）

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

全体
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６．有期労働契約に関する無期転換ルール等について

（１）無期転換ルールの認知

無期転換ルールの認知は図表 のとおりである。

「知っていた」と回答した事業所は全体では ％となっている。

業種別にみると、製造業、非製造業で「知っていた」が ％、 ％となってい

る。

また、規模別にみると図表 のとおりである。

「知っていた」と回答した事業所は「 人～ 人」が ％と最も高く、ついで

「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％となっている。

図表28　無期転換ルールの認知（業種別）
知ってい

た
知らな
かった

全体
製造業
非製造業

図表29　無期転換ルールの認知（規模別）
知ってい

た
知らな
かった

全体
1～9人
10～29人
30～99人
100～300人

知っていた

知らなかった

図表 無期転換ルールの認知（業種別）

非製造業

製造業

全体

知っていた

知らなかっ

た

図表 無期転換ルールの認知（規模別）

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

全体
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（２）無期転換ルール対象者の有無

無期転換ルール対象者の有無は図表 のとおりである。

「いない」と回答した事業所は全体では ％となっている。

業種別にみると、製造業、非製造業で「いない」が ％、 ％となっている。

また、規模別にみると図表 のとおりである。

「 ～ 人」、「 ～ 人」、「 ～ 人」いずれも「いない」が ％、 ％、 ％

となっている。

「 ～ 人」では「いる」が ％と最も高くなっている。

図表30　無期転換ルール対象者の有無（業種別）
いる いない

全体
製造業
非製造業

図表31　無期転換ルール対象者の有無（規模別）
いる いない

全体
1～9人
10～29人
30～99人
100～300人

いる

いない

図表 無期転換ルール対象者の有無（業種別）

非製造業

製造業

全体

いる

いない

図表 無期転換ルール対象者の有無（規模別）

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

全体
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（３）無期転換ルール申込みの有無

無期転換ルールに基づく無期転換の申込みの有無は図表 のとおりである。

「現時点ではない」と回答した事業所は全体では ％となっている。

業種別にみると、製造業、非製造業で「現時点ではない」が ％、 ％となっ

ている。

また、規模別にみると図表 のとおりである。

「現時点ではない」と回答した事業所は「 ～ 人」が ％と最も高く、ついで

「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％となっている。

図表32　無期転換ルール申込みの有無（業種別）
あった 現時点で

はない

全体
製造業
非製造業

図表33　無期転換ルール申込みの有無（規模別）
あった 現時点で

はない
全体
1～9人

10～29人
30～99人
100～300人

あった

現時点で

はない

図表 無期転換ルール申込みの有無（業種別）

非製造業

製造業

全体

あった

現時点で

はない

図表 無期転換ルール申込みの有無（規模別）

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

全体



－ 20 －

７．賃金改定について

（１）定期昇給・ベースアップ実施の有無

図表 のとおり、平成 年 月 日から 月 日までの間に定期昇給、ベースア

ップの実施について確認したところ、「引き上げた」が ％（昨年 ％）となっ

た。「 月以降引き上げる予定」とあわせると ％（昨年 ％）となり、昨年に比

べ少し定期昇給・ベースアップをしていないことがわかる。

平均昇給額・昇給率は、図表 、 、 のとおりである。

平成 年 月 日から 月 日までの間に定期昇給・ベースアップを実施した事業

所の平均昇給額は、単純平均では 円（昨年 円）で ％（昨年 ％）

となっており、加重平均では 円（昨年 円）で ％（昨年 ％）と昨

年に比べ上がっている。

※単純平均：各事業所 人当たりの平均初任給÷事業所数

７．賃金改定について

（１）定期昇給・ベースアップ実施の有無

図表 のとおり、平成 年 月 日から 月 日までの間に定期昇給、ベースア

ップの実施について確認したところ、「引き上げた」が ％（昨年 ％）となっ

た。「 月以降引き上げる予定」とあわせると ％（昨年 ％）となり、昨年に比

べ少し定期昇給・ベースアップをしていないことがわかる。

平均昇給額・昇給率は、図表 、 、 のとおりである。

平成 年 月 日から 月 日までの間に定期昇給・ベースアップを実施した事業

所の平均昇給額は、単純平均では 円（昨年 円）で ％（昨年 ％）

となっており、加重平均では 円（昨年 円）で ％（昨年 ％）と昨

年に比べ上がっている。

※単純平均：各事業所 人当たりの平均初任給÷事業所数

図表34　賃金改定実施状況
引上げた 7月以降引

上げる予
定

未定 今年は実
施しない
(凍結)

7月以降引
下げる予

定

引き下げ
た

図表 賃金改定実施状況

引上げた

月以降引上げる予定

未定

今年は実施しない 凍結

月以降引下げる予定

引き下げた

図表35　平均昇給・相殺(上昇-下降）
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体

製造業　計

食料品
繊維工業
木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

化学工業
金属、同製品

機械器具
その他

非製造業　計

情報通信業

運輸業
建設業

総合工事業
職別工事業
設備工事業
卸・小売業

卸売業
小売業

サービス業
対事業所サービス業

対個人サービス業

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均
図表36　平均昇給・上昇
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体

製造業　計

食料品
繊維工業
木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

化学工業
金属、同製品

機械器具
その他

非製造業　計

情報通信業

運輸業
建設業

総合工事業
職別工事業
設備工事業
卸・小売業

卸売業
小売業

サービス業
対事業所サービス業

対個人サービス業

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均

図表37　平均昇給・下降
業種別

【岡山県】 改定後の賃金 昇給額 昇給率 改定後の賃金 昇給額 昇給率
全体

製造業　計

食料品
繊維工業
木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

化学工業
金属、同製品

機械器具
その他

非製造業　計

情報通信業

運輸業
建設業

総合工事業
職別工事業
設備工事業
卸・小売業

卸売業
小売業

サービス業
対事業所サービス業

対個人サービス業

単　　純　　平　　均 加　　重　　平　　均
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（２）賃金改定の内容

賃金改定の内容をみると、図表 のとおりである。

全体、製造業、非製造業いずれも、「定期昇給」が最も高く ％、 ％、 ％、

となっている。

賃金改定の決定要素は、図表 のとおりである。

全体では、「企業の業績」 ％が最も高く、ついで「労働力の確保・定着」 ％、

「世間相場」 ％となっている。

製造業では、「企業の業績」 ％が最も高く、ついで「労働力の確保・定着」 ％、

「世間相場」 ％となっている。

非製造業では、「企業の業績」 ％が最も高く、ついで「労働力の確保・定着」 ％、

「労使関係の安定」 ％となっている。

図表38　賃金改定の内容（業種別）
定期昇給 ベース

アップ
基本給の
引上げ

（定期昇
給制度の
ない事業
所）

諸手当の
改定

臨時給与
（夏季・
年末賞与
など）の
引上げ

全体
製造業

非製造業

図表39　賃金改定の決定要素（業種別）
その他 企業の業

績
世間相場 労働力の

確保・定
着

物価の動
向

労使関係
の安定

親会社又
は関連会
社の改定
の動向

前年度の
改定実績

賃上げ
ムード

消費税増
税

重視した
要素はな

い

全体
製造業

非製造業

<複数回答あり>

定期昇給

ベースアップ

基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）

諸手当の改定

臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ

図表 賃金改定の内容（業種別）

非製造業

製造業

全体

<複数回答あり>

その他

企業の業績

世間相場

労働力の確保・定着

物価の動向

労使関係の安定

親会社又は関連会社の改定の動向

前年度の改定実績

賃上げムード

消費税増税

重視した要素はない

図表 賃金改定の決定要素（業種別）

非製造業

製造業

全体
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８．労働組合の有無について

労働組合の有無は図表 のとおりである。 事業所のうち「ある」と回答した事業

所は全体の ％となっている。業種別にみると、製造業では ％、非製造業では ％

となっており、製造業の組織率の方が高い。

また、規模別にみると図表 のとおりで、従業員規模が大きいほど労働組合の組織率

が高く、「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％となっている。

８．労働組合の有無について

労働組合の有無は図表 のとおりである。 事業所のうち「ある」と回答した事業

所は全体の ％となっている。業種別にみると、製造業では ％、非製造業では ％

となっており、製造業の組織率の方が高い。

また、規模別にみると図表 のとおりで、従業員規模が大きいほど労働組合の組織率

が高く、「 ～ 人」 ％、「 ～ 人」 ％となっている。

図表40　労働組合の有無（業種別）
ある ない

全体
製造業
非製造業

図表41　労働組合の有無（規模別）
ある ない

全体
1～9人
10～29人
30～99人
100～300人

全体

製造業

非製造業

図表 労働組合の有無（業種別）

ある

ない

全体

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

図表 労働組合の有無（規模別）

ある

ない
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                                 平成 年６月  
 （左欄は記入しないでください。）  

平成 年度中小企業労働事情実態調査ご協力のお願い  

中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策を樹立することを目的に、

本年度も全国一斉に標記調査を実施することとなりました。  
つきましては、ご繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査にご協力くださいますようよろしくお願い

申し上げます。  

平成 年度中小企業労働事情実態調査票  

調査時点：平成 年７月１日 調査締切：平成 年７月 日  

貴事業所全体の概要についてお答えください。  

貴事業所の名称   記入担当者名   

所 在 地  
（〒 ）  
 

電話番号  － －  

番号  － －  
 業 種  

（最も売上高の
多い事業の業種
の 番 号 を 右 の
１．～ ．の中
から１つだけ下
の太枠内にご記
入ください）

１．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業  
２．繊維工業  
３．木材・木製品、家具・装備品製造業  
４．印刷・同関連業  
５．窯業・土石製品製造業  
６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業  
７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業  
８．生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業  
９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・

毛皮、その他の製造業  
．情報通信業  

通信業、放送業、情報サービス業、インターネット  
付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業  

．運輸業  

．総合工事業  
．職別工事業（設備工事業を除く）  
．設備工事業  
．卸売業  
．小売業  
．対事業所サ－ビス業  

物品賃貸業、専門サービス業、広告業、

技術サービス業、廃棄物処理業､

職業紹介･労働者派遣業､

その他の事業サービス業等  
．対個人サービス業  
．その他
（具体的に： ）  

設問１）現在の従業員数についてお答えください。  
① 平成 年７月１日現在の形態別の従業員数（役員を除く）を男女別に太枠内にご記入ください。また、従業員の

うち常用労働者数をご記入ください。「前年比」の欄は、昨年と比べて「増加した＝増」「変わらない＝不変」
「減少した＝減」のいずれかに○印を付けてください。  

 
正 社 員  パートタイマー 派 遣  嘱託・契約社員 その他  合 計   

 

 
常用労働者数 

男 性  人  人  人  人  人  人  男 性  人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  

女 性  人  人  人  人  人  人  女 性  人  

前年比 増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  増・不変・減  前年比 増・不変・減  

〔注〕 「パートタイマー」とは、１日の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、または１日の所定労働時間は同じでも
１週の所定労働日数が少ない者です。
「常用労働者」とは、貴事業所が直接雇用する従業員のうち、次のいずれかに該当する者です。なお、パートタイマーで

あっても、下記の①②に該当する場合は常用労働者に含みます。
① 期間を決めずに雇われている者、または１ヵ月を超える期間を決めて雇われている者
② 日々または１ヵ月以内の期限を限って雇われている者のうち、５月、６月にそれぞれ１８日以上雇われた者
③ 事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者
「その他」にはアルバイト等、他の項目に当てはまらない形態の人数を記入してください。

 記入についてのお願い   

◇秘密の厳守 調査票にご記入くださいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外

の目的に用いることはいたしませんので、ありのままをご記入ください。また、記入担当者名

などの個人情報につきましては、本調査に係る問合せ以外には使用いたしません。  
◇ご記入方法 質問ごとの指示により該当欄に数字等をご記入いただくか、該当する項目の番号に○をつけて

ください。（７月１日現在でご記入ください。）  
◇お問合せ先 調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問合せ先は、下記までお願いい

たします。調査票は７月 日までにご返送ください。  

 
 
 

㊙

 

（
う
ち
常
用
労
働
者
）

（
う
ち
常
用
労
働
者
） 



設問２）経営についてお答えください。
① 現在の経営状況は１年前と比べていかがですか。（１つだけに〇）  

 
１．良 い ２．変わらない ３．悪 い  

 
② 現在行っている主要な事業について、今後どのようにしていくお考えですか。（１つだけに〇）  

 
１．強化拡大 ２．現状維持 ３．縮 小 ４．廃 止 ５．その他（ ） 

 
③ 現在、経営上どのようなことが障害となっていますか。（３つ以内に〇）  

 
１．労働力不足（量の不足） ２．人材不足（質の不足） ３．労働力の過剰  
４．人件費の増大 ５．販売不振・受注の減少 ６．製品開発力・販売力の不足  
７．同業他社との競争激化 ８．原材料・仕入品の高騰 ９．製品価格（販売価格）の下落  

．納期・単価等の取引条件の厳しさ ．金融・資金繰り難 ．環境規制の強化  
 

④ 経営上の強みはどのようなところにありますか。（３つ以内に〇）  
 
１．製品・サービスの独自性 ２．技術力・製品開発力 ３．生産技術・生産管理能力  
４．営業力・マーケティング力 ５．製品・サービスの企画力・提案力 ６．製品の品質・精度の高さ  
７．顧客への納品・サービスの速さ ８．企業・製品のブランド力 ９．財務体質の強さ・資金調達力  

．優秀な仕入先・外注先 ．商品・サービスの質の高さ ．組織の機動力・柔軟性  
 

設問３）従業員の労働時間についてお答えください。  

① 従業員（パートタイマーなど短時間労働者を除く）の週所定労働時間は何時間ですか（残業時間、休憩時間は除く）。

職種や部門によって異なる場合は、最も多くの従業員に適用されている時間をお答えください。（１つだけに〇） 
 
１． 時間以下 ２． 時間超 時間未満 ３． 時間 ４． 時間超 時間以下  

 
〔注〕 現在、労働基準法で 時間超 時間以下が認められているのは、 人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。

「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。

② 平成 年の従業員１人当たりの月平均残業時間（時間外労働・休日労働）をご記入ください。（小数点以下四捨五入） 

 
従業員１人当たり 月平均残業時間 １． 時間 ２．な し  

 
設問４）従業員の有給休暇についてお答えください。  

① 平成 年の従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数・取得日数をご記入ください。（付与日数は前年か

らの繰越分を除く。小数点以下、四捨五入）  

従業員１人当たり 平均付与日数 日 従業員１人当たり 平均取得日数 日  

（当年付与分のみ。前年からの繰越分は除く）

設問５）新規学卒者の採用についてお答えください。  
① 平成 年３月新規学卒者の採用または採用の計画がありましたか。（１つだけに○）  

 
１．あった ２．なかった  

 
※１．に○をした事業所は①－１の質問にお答えください。  

↓  
①－１平成 年３月新規学卒者（採用及び採用予定）についてご記入ください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 卒
 

 

採用を予定して 

いた人数  

実 際 に 採 用 し

た人数  

１人当たり平均初任給額  

（平成 年６月支給額）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 卒
 

 

採用を予定して 

いた人数 

実際に採用した 

人数 

１人当たり平均初任給額  

（平成 年６月支給額）  

高
校
卒

技術系  

人  人  

    
，  

  

円  含
高
専

短
大
卒 

技術系  

人  人  

    
，  

  

円  

事務系  

人  人  

    
，  

  

円  

事務系  

人  人  

    
，  

  

円  

専
門
学
校
卒

技術系  

人  人  

    
，  

 

円  大
学
卒

技術系  

人  人  

    
，  

 

円  

事務系  

人  人  

    
，  

 

円  

事務系  

人  人  

    
，  

 

円  

〔注〕 平成 年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金総額（税込額）をご記入ください。

専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者を対象としてください。

技術系として採用した者以外はすべて事務系にご記入ください。



② 平成 年３月の新規学卒者の採用計画はありますか。（１つだけに○）  
 
１．あ る ２．な い ３．未 定  

 
※１．に○をした事業所は②－１の質問にお答えください。  

↓  
②－１ 学卒ごとの採用予定人数をご記入ください。  

 
１．高校卒 人 ２．専門学校卒 人 ３．短大卒（含高専） 人 ４．大学卒 人  
 
 

設問６）長時間労働、同一労働同一賃金への対応についてお答えください。
① 長時間労働への対応について、貴事業所で実施している（今後実施していこうとする）方策についてお答えくだ

さい。（該当するものすべてに○）

※１ 変形労働時間制

労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、１週間当たりの労働時間が法定の労働時間を

超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度。 ヶ月単位、 年単位、

週間単位がある。

※２ 勤務間インターバル制度

勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの。

② 同一労働同一賃金 ※３ への対応について、貴事業所で実施している（今後実施していこうとする）方策について

お答えください。（該当するものすべてに○）

※３ 同一労働同一賃金

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、

パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの。

設問７）有期労働契約に関する無期転換ルール等についてお答え下さい。

① 労働契約法の改正により、平成 年４月から「無期転換ルール（有期労働契約が反復更新されて通算５年を超

えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換するルール）」が導入され、平成 年４月から無期転換

申込権が生じる労働者がいることを知っていましたか。（１つだけに○）

② 貴事業所に「無期転換ルール」の対象となる従業員はいますか。（１つだけに○）

※１．に○をした事業所は②－１の質問にお答えください。

↓

②－１「無期転換ルール」に基づく無期転換の申込みはありましたか。（１つだけに○）

１．人員の増員・配置見直し ２．時間外労働の是正・削減 ３．業務内容見直し・業務分担見直し
４．取引先等外部の理解 ５．年次有給休暇取得促進 ６．変形労働時間制 ※１ の導入
７．就業規則の見直し ８．３６協定の見直し ９．勤務間インターバル制度 ※２ の導入

．健康で働きやすい職場環境の整備 ．新しい機械装置・システムの導入による生産性向上・業務効率化
．専門家（支援機関）への相談 ．具体的な方策を検討中 ．特に考えていない
．長時間労働はない ．その他（ ）

１．定期昇給の実施 ２．手当の支給 ３．賞与の支給
４．退職金制度の導入 ５．賃金規定の見直し ６．責任ある地位への登用
７．休暇の取得 ８．福利厚生施設の利用 ９．教育訓練の実施

．専門家（支援機関）への相談 ．特に考えていない ．解消すべき待遇差はない
対象となる従業員はいない ．その他（ ）

１．知っていた ２．知らなかった

１．いる ２．いない

１．あった ２．現時点ではない



設問８）賃金改定についてお答えください。  
① 平成 年１月１日から７月１日までの間にどのような賃金改定を実施しましたか。（１つだけに〇）  

１．引上げた ２．引下げた ３．今年は実施しない（凍結）  
４．７月以降引上げる予定 ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定  

※１．～３．に○をした事業所は下記の①－１の質問にお答えください。  
↓  

①－１ 賃金改定（引上げ・引下げ・凍結）を実施した対象者の総数と従業員１人当たり平均の改定前・改定後所定

内賃金（通勤手当を除く）及び平均引上げ・引下げ額をご記入ください。ご記入の際は下記の〔注〕をご参

考ください。なお、プラス・マイナスの記号は不要です。  
 

対象者総数 従 業 員 １ 人 当 た り（月額）  
改定前の平均所定内賃金（Ａ） 改定後の平均所定内賃金（Ｂ） 平均引上げ・引下げ額（Ｃ） 

 
 

 
 

 
 

 
人  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
〔注〕 「改定前の平均所定内賃金（Ａ）」「改定後の平均所定内賃金（Ｂ）」「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」の関係は次のと

おりです。

・「１．引上げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はプラス額になります。

・「２．引下げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はマイナス額になります。

・「３．今年は実施しない（凍結）」事業所は、 Ｂ － Ａ が同額になりますので、｢平均引上げ・引下げ額（Ｃ）｣は｢０｣

になります。

対象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職している者です（１ページ目の設問１の「従業員数」

とは必ずしも一致しなくても結構です）。

パートタイマー、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いてください。

臨時給与により賃金改定した場合は、上記賃金に含める必要はありません。

「所定内賃金」については、下表を参考にしてください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１．または４．に○をした事業所及び臨時給与を引上げた（７月以降引上げ予定）事業所のみお答えください。  
        ↓  

② 賃金改定（引上げ・７月以降引上げ予定）の内容についてお答えください。（該当するものすべてに○）

１．定期昇給 ２．ベースアップ ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）  
４．諸手当の改定 ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ  

 
〔注〕 「定期昇給」とは、あらかじめ定められた企業の制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額することを

いいます。また、毎年時期を定めて行っている場合は、能力、業績評価に基づく査定昇給なども含みます。

「ベースアップ」とは、賃金表の改定により賃金水準を引上げることをいいます。

 
③ 貴事業所では、今年の賃金改定（引上げ・７月以降引上げ予定）の決定の際に、どのような要素を重視しましたか。

（該当するものすべてに○）

１．企業の業績 ２．世間相場 ３．労働力の確保・定着 ４．物価の動向 ５．労使関係の安定  

６．親会社又は関連会社の改定の動向 ７．前年度の改定実績 ８．賃上げムード ９．消費税増税  
．重視した要素はない ．その他（ ）  

設問９）労働組合の有無についてお答えください。（１つだけに○）

１．あ る ２．な い

◎お忙しいところご協力ありがとうございました。記入もれがないかもう一度お確かめのうえ、 月 日までにご返送

ください。

所定内賃金  

（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、

技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など  定期給与  

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）  
 

臨時給与（夏季・年末賞与など） 

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など  

賃金分類表  


